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宅地建物取引上の人権問題に関する県のアクションプラン

平成２３年６月

鳥 取 県

「宅地建物取引上の人権問題に関する鳥取県行動指針（アクションプログラム）」に基づき、

県では、宅地建物取引における入居差別、土地差別などの人権問題を解決するためのアクシ

ョンプランを下記のとおり定め、具体的な取組みを進めるものとする。

記

１．県民・宅地建物取引業界の意識啓発用資料の作成及び啓発事業の実施

（１）研修用資料の作成等

入居差別、土地差別の解消に向けて、鳥取県や宅地建物取引業の業界団体などの主催に

より研修会等を実施し、県民や事業者の意識啓発を図る。また、研修などで利用できる資

料を作成・購入する。

①パンフレット、土地差別調査お断りシール（仮称）の作成

「パンフレット」は宅地建物取引業者に配布するほか、事業者の研修会等で活用する。

また、県民を対象とした人権問題、同和問題の講演会でも活用する。「土地差別調査

お断りシール（仮称）」は業界団体を通じて各宅建業者に配布する。

②映像資料の購入及び活用

映像資料を購入し、宅地建物取引業者の研修会や様々な人権研修の場で活用する。

（２）啓発事業の実施

入居差別、土地差別をテーマにした講演会を開催する。また、宅地建物取引業者の研修

会等に講師を派遣し、啓発を実施する。

①宅地建物取引上の人権問題講演会を開催。

「入居差別問題」、「土地差別問題」に詳しい大学教授等を講師に招き開催する。

対象は県民全般及び宅地建物取引業者とする。

②宅地建物取引業者研修会等での啓発の実施

宅地建物取引業者研修会、宅地建物取引主任者法定講習会等で啓発を実施。

啓発内容は「人権問題に対する理解と配慮」、「鳥取県人権施策基本方針について」等。

③県政だより等による広報

県政だよりやラジオ放送等により、県民に広く周知を行う。

２．実態把握の実施と対応

次のとおり実態把握を実施し、その調査結果を踏まえて、必要に応じて対応策を検討する。

（１）鳥取県人権意識調査の実施及び活用

県民の土地差別についての意識を把握するため、平成２２年度末に実施した『鳥取県人

権意識調査』において、新たに追加した調査項目「土地差別に関する県民の意識」の調査

結果を活用する。

また、「障がい者の入居拒否」及び「外国人の入居拒否」の状況に関する調査結果につ

いても併せて活用する。

（２）市町村からの報告

市町村の機関への宅地建物取引上の問い合わせ等の差別事象が発生したときは、速やか

に事象の詳細を県へ報告する。
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（３）宅地建物取引業者及び業界団体からの報告

宅地建物取引業者は、取引の場において差別事象が発生したときは、業界団体を通じて

県へその詳細を報告し、また、県の資料収集や関係者の事情の聴取に協力する。

（４）隣保館からの実態聴き取り調査の実施

県内の実態を把握するため、県内の全隣保館を対象に、地域内での「宅地建物取引上の

差別的な扱い（不当に安い評価を受ける等）の状況」の聴き取り調査を実施する。

３．業界団体へ「自主行動基準」（仮称）の策定を要請

宅地建物取引業者の団体である、（社）鳥取県宅地建物取引業協会及び（社）全日本不動

産協会鳥取県本部に、「自主行動基準」（仮称）の策定を要請する。

この基準は宅地建物取引業者が人権問題解決の観点に立ち、関係する法令等を遵守するこ

とに加え、法令等の定めのない事項についても自主的に取り決めを行うことにより、業務の

適正な運営と宅地建物取引の公正を確保することにより、消費者等との信頼関係を構築し、

その利益の擁護及び増進を図ることを目的とするものである。

＜参考＞

○「宅地建物取引上の人権問題」とは？

担当 ・総務部人権局人権･同和対策課 電話 ０８５７－２６－７０７３

・生活環境部くらしの安心局住宅政策課 電話 ０８５７－２６－７３９９

＜入居差別＞

・ 賃貸住宅などへの入居の際、障がいがあることや、高齢であること、また外国人である

ことなどを理由に入居を断ることは、日本国憲法の定める「基本的人権」の侵害であり、

許されないことです。

＜土地差別＞

・ 平成１９年以降、大都市でマンション建設に当たって建設業者から建設候補地の地域評

価などの調査の委託を受けた調査会社に対して、周辺の宅地建物取引業者が同和地区の

エリアなどの情報を提供していたことが発覚しました。

・ さらに調査会社が建設業者への報告書の中で同和地区等を「不人気エリア」「敬遠され

るエリア」などの差別的な記載をしていたことが明らかになりました。

・ 鳥取県内においては、市役所、町村役場などへの「○○地区が同和地区かどうか」

を問い合わせた事案が報告されています。



具体的スケジュール（１／２）

スケジュール
項 目 内 容 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

〔研修用資料の作成等〕

県民・宅地建物取 ○パンフレット 人

引業団体の意識啓 内容検討

発用資料の作成・ 権 発注･納品 県民･業者へ配布

啓発事業 啓発継続実施

○土地差別調査お断りシール 問 （同和問題講演会・研修等
(仮称) 図案検討 で活用）

題 発注･納品 県民･業者へ配布

に

○映像資料
関 映像資料購入、県民・業者向け研修会等で活用

○講演会 す

・日程：部落解放月間中
（７月１０日～８月９日） る

・講師：土地差別問題に詳しい 講演会
大学教授 行

動

○業者研修会等での啓発
・宅地建物取引主任者法定講習会 指 啓発継続 啓発継続

(６月～１１月の間に２回開催) H22.10 法定講習（年２回） 業者研修

・宅地建物取引業者講習会 研修 針 （６～８月、９～１１月）（１０～１１月に東部中部西部、

（随時） 他随時開催）

○県政だより等による広報

(行動指針・自主行動基準の周知)
内容検討 (７月号) （１２月号）

○ラジオ放送による啓発

(７月放送)



具体的スケジュール （２／２）

スケジュール

項 目 内 容 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

実態把握の実施と ○鳥取県人権意識調査の実施

対応
【設問項目】 調 査 書 送 行 調査・分析
・「あなたが、家を購入したり、マ 付・回収
ンションを借りたりするなど住宅
を選ぶ際に、同和地区にある物件
を避けることがあると思います 動
か。」（○は一つだけ）

・「障がい者の入居拒否」及び「外
国人の入居拒否」の状況について 指
の質問項目も継続設定

○市町村からの報告 発生のつど県へその詳細を報告

針
○宅地建物取引業者及び業界団体 発生のつど県へその詳細を報告

からの報告

○隣保館からの実態聴取り調査の 実地調査 調査継続 調査継続
実施 実地調査

業界団体へ「自主 ○業界の自主行動基準（仮称）

行動基準」(仮称) 行

の策定要請 【主な項目】
・個人情報の保護
・苦情、相談への取組み 動
・モラルの維持、向上
・人権擁護の取組み

策 指 業界への要請 策定の検討、会員への周知・徹底
・差別事象が発生した時の対応 定

（県への報告等）
針

発生のつど県へその詳細を報告


